
事 務 連 絡 

令和６年 10月３日 

 

移動支援事業者 各位 

 

神戸市福祉局障害者支援課 

 

「神戸市移動支援事業」の補助金申請に係る 

電子申請（e-KOBE）の受付開始について 

 

 平素は、本市の障害者福祉行政の推進にご尽力いただき厚くお礼申し上げます。 

 標記の件につきまして、この度、下記のとおり電子申請の受付を開始いたしますのでご案内いたし

ます。 

 

記 

 

１．スケジュール 

（１）令和６年 10月３日（木） 請求書の電子化と従来の紙での請求の並行期間 

 （２）令和７年 ４月１日（火） 全面電子化開始 

  ※スケジュールは今後の状況により変わることがあります。 

 

２． 請求書の電子化にあたって行う作業 

（１） 請求書を作成する 

神戸市ホームページから請求書様式・請求書作成マニュアルをダウンロードします。 

神戸市トップページ⇒事業所の方へ⇒各業種へのご案内⇒障害福祉事業⇒指定申請・請求、指

導監査（窓外福祉）⇒請求手続き（障害福祉サービス）⇒地域生活支援事業の請求手続き（事

業者向け） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kunitu

chi-yoshiki/chiikisekatsu-sekyu.html 

 

 (２) 電子申請システムの利用者登録 

  ・電子申請システム（e-KOBE）を初めて利用する場合は、利用者登録が必要です。 

 

３．申請方法 

 別紙 「03_電子申請の流れ.PDF」をご確認ください。 

※申請可能な期間は毎月 1 日～10日までです。 

申請フォームが表示されない場合は、受付開始までお待ちください。 

（令和 6年 10月提出分の受付期間は 10月３日（木）～10月 10日（木）です。） 

 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kunituchi-yoshiki/chiikisekatsu-sekyu.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kunituchi-yoshiki/chiikisekatsu-sekyu.html


４．申請にあたっての留意事項 

   ・電子申請の導入に伴い、一部様式の変更があります。今後、新たに請求書類等を作成する場合

は、神戸市ホームページから最新の様式をダウンロードしていただきますようお願いいたしま

す。 

   ・従来通りの書面申請を希望する場合も、神戸市ホームページで申請（請求）様式をご確認のう

え、郵送で必要書類をご提出ください（毎月 10日消印有効）。なお、旧様式により作成された

請求書類等についても、令和 7 年 3 月提出分まで使用できるものとします。（郵送での提出に

限る） 

 

 

５．【参考】神戸市ホームページ（移動支援） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/service_introduction/idoushien.html 

 

 

【担当】 

神戸市 福祉局 障害者支援課（居宅支援担当） 

TEL：078-322-5230 

Mail:syogai_jiritsu@office.city.kobe.lg.jp  

＊＊お問い合わせは、メールをご利用ください＊＊ 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/service_introduction/idoushien.html

